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Ⅰ 調 査 の 概 要

1



(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)
(4)

【男女別・年代別】

総数 18～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

1000人 80人 185人 150人 218人 275人 92人

100.0% 8.0% 18.5% 15.0% 21.8% 27.5% 9.2%

501人 42人 96人 65人 121人 127人 50人

50.1% 4.2% 9.6% 6.5% 12.1% 12.7% 5.0%

499人 38人 89人 85人 97人 148人 42人

49.9% 3.8% 8.9% 8.5% 9.7% 14.8% 4.2%

※　割合(%)はすべて、回答総数(n=1000)に対する割合

３　回答状況

（上段 回答者数：下段 割合）

総数

男性

女性

１　調査の目的・項目

  　県政の課題について「県政アンケート調査」を実施しました。
    今回の調査においては次の項目について11問を設定しました。

生活全般に関する満足度について

消費生活に関する意識について

「第３次長野県消費生活基本計画・消費者教育推進計画」で掲げた施策の
評価及び施策推進のため、消費者トラブルの相談窓口の認知度やエシカル
消費の認知度等を調査

「しあわせ信州創造プラン3.0」推進のため、参考指標である県民の生活
全般に関する満足度等を調査

調査期間：令和５年11月29日(水)～令和５年12月４日(月)

２　調査の方法

調査地域：長野県全域

調査方法：インターネット
　　　　　回答者1,000人
調査対象：県内在住の18歳以上の男女（民間調査会社が保有するモニターを活用）

県の行政サービスに対する満足度について

行財政改革推進のため、「長野県行政・財政改革方針2023」の参考指標で
ある県の行政サービスに対する県民の満足度や行財政改革の取組の実感等
を調査

8.0%

4.2%

3.8%

18.5%

9.6%

8.9%

15.0%

6.5%

8.5%

21.8%

12.1%

9.7%

27.5%

12.7%

14.8%

9.2%

5.0%

4.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

18～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上
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人数 割合

東信地域　 197人 19.7%

南信地域 257人 25.7%

中信地域 250人 25.0%

北信地域 296人 29.6%

合計 1000人 100.0%

(1) 　調査結果の割合は、百分率で表記した。百分率の値は、小数点以下第２位を四捨
五入し、小数点以下第１位までを表示している。したがって、割合の合計が100％と
ならない場合がある。
　なお、調査の設問には単数回答と複数回答があり、複数回答の場合には割合の合
計が100％を上回ることがある。

(2) 　「Ⅱ　結果の内容」中、設問の表記は、便宜上補足（選択肢の番号など）を加え
ている場合がある。
　また、設問の選択肢で文字数が多いものについては、本文や図表中で便宜上短く
省略している場合がある。

　過去に、県政モニターアンケート調査で同じ内容の調査を行ったものについて
は、参考値として掲載しているものがある。

(3)

【地域別】

回答者

４　その他

東信地域, 19.7%

南信地域, 25.7%

中信地域, 25.0%

北信地域, 29.6%
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Ⅱ 結 果 の 内 容
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《消費生活に関する意識について》

問１

352 35.2

251 25.1

246 24.6

237 23.7

51 5.1

1 0.1

433 43.3

警察（相談専用番号#9110、最寄りの交番など）

消費生活に関するトラブルの相談窓口を知っていますか。
知っているものを選んでください。（いくつでも）

回答数
（人）

割合
（％）n=1,000

●「知らない」が43.3％と最も多い。次に「警察（相談専用番号#9110、最寄りの交番など）」
（35.2％）、「消費者ホットライン（電話番号188）」（25.1％）と続いている。

消費者ホットライン（電話番号188）

お住いの市町村の相談窓口

県の消費生活センター（北信、中信、南信及び東信の４ケ所）

消費者団体等が設置した相談窓口

その他

知らない

＜消費者トラブルに関する相談先の存知＞
「知らない」が４割超、 「警察（相談専用番号#9110、最寄りの交番など）」が３割超

35.2 

25.1 

24.6 

23.7 

5.1 

0.1 

43.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

警察（相談専用番号#9110、最寄りの交番など）

消費者ホットライン（電話番号188）

お住いの市町村の相談窓口

県の消費生活センター（北信、中信、南信及び東信の４ケ所）

消費者団体等が設置した相談窓口

その他

知らない

その他としては、「違法・有害情報相談センター」の回答が見られた。
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問２

回答数（人） 割合（％） 回答数（人） 割合（％）

警察（相談専用番号#9110、最寄りの交番など） 76 7.6 39 8.9

県の消費生活センター（北信、中信、南信及び東信の４ケ所） 73 7.3 63 14.4

家族、親族、友達等身近な人 68 6.8 75 17.1

お住いの市町村の相談窓口 56 5.6 33 7.5

消費者ホットライン（電話番号188） 45 4.5 30 6.8

企業のお客様相談窓口 29 2.9 39 8.9

弁護士（無料の弁護士相談会等を含む。）等の専門家 25 2.5 19 4.3

消費者団体等が設置した相談窓口 16 1.6 4 0.9

その他 4 0.4 4 0.9

相談していない 158 15.8 34 7.7

トラブルにあった、あいそうになったことはない 590 59.0 230 52.4

●「相談していない」が15.8％となっており、「警察（相談専用番号#9110、最寄りの交番など）」（7.6％）、「県の消
費生活センター（北信、中信、南信及び東信の４ケ所）」（7.3％）となっている。

消費生活に関するトラブルに「あった」又は「あいそうになった」時、どこに相談しましたか。
当てはまるものを選んでください。（いくつでも）

今回調査　 n=1,000
(参考)R3県政モニター

アンケート調査  n=439

＜消費者トラブルの相談先＞
「相談していない」が１割超、警察（相談専用番号#9110、最寄りの交番）」が約１割

7.6 （8.9）

7.3 （14.4）

6.8 （17.1）

5.6 （7.5）

4.5 （6.8）

2.9 （8.9）

2.5 （4.3）

1.6 （0.9）

0.4 （0.9）

15.8 （7.7）

59.0 （52.4）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

警察（相談専用番号#9110、最寄りの交番など）

県の消費生活センター（北信、中信、南信及び東信の４ケ所）

家族、親族、友達等身近な人

お住いの市町村窓口

消費者ホットライン（電話番号188）

企業のお客様相談窓口

弁護士（無料の弁護士相談会等を含む。）等の専門家

消費者団体等が設置した相談窓口

その他

相談していない

トラブルにあった、あいそうになったことはない

※（ ）内数値は、令和３年度第２回県政モニターアンケート調査結果数値

その他としては、「違法・有害情報相談センター」、「その業界の相談窓口」等の回答が見られ

た。

6



問３

回答数（人） 割合（％） 回答数（人） 割合（％）

どこに相談していいか分からなかったから 65 41.1 10 29.4

自分で調べて解決できたから 34 21.5 6 17.6

誰かに相談する程のことではないと思ったから 31 19.6 6 17.6

解決は無理だと考え諦めたから 22 13.9 7 20.6

相談窓口の受付時間内に相談するのが難しかったから 10 6.3 1 2.9

メールやSNSでの相談ができないから 10 6.3 0 0.0

人に知られたくない内容だったから 4 2.5 4 11.8

その他 12 7.6 1 2.9

●「どこに相談していいか分からなかったから」が41.1％と最も多く、次に「自分で調べて解決できたから」が
21.5％となっている。

前問で、「９．相談していない」を選ばれた方に伺います。
相談しなかった理由で、当てはまるものを選んでください。（いくつでも）

今回調査　 n=158
(参考)R3県政モニター

アンケート調査  n=34

＜消費者トラブルを相談しなかった理由＞
「どこに相談していいか分からなかったから」が約４割、「自分で調べて解決できたから」が約２割

41.1 （29.4）

21.5 （17.6）

19.6 （17.6）

13.9 （20.6）

6.3 （2.9）

6.3 （0.0）

2.5 （11.8）

7.6 （2.9）

0% 10% 20% 30% 40% 50%

どこに相談していいか分からなかったから

自分で調べて解決できたから

誰かに相談する程のことではないと思ったから

解決は無理だと考え諦めたから

相談窓口の受付時間内に相談するのが難しかったから

メールやSNSでの相談ができないから

人に知られたくない内容だったから

その他

※（ ）内数値は、令和３年度第２回県政モニターアンケート調査結果数値

その他としては、「特に相談する内容がなかった」等の回答が見られた。
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問４

知らない 640 64.0 490 56.8

聞いたことがある 274 27.4 257 29.8

意味を知っている 86 8.6 110 12.8

●エシカル消費を「知らない」割合は64.0％、エシカル消費の「意味を知っている」又は「聞いたこと
がある」割合は合わせて36.0%となっている。

　エシカル消費をご存じですか。当てはまるものを選んでください。

今回調査
n=1000

(参考)R4県政モニター
アンケート調査n=862

回答数
（人）

割合
（％）

回答数
（人）

割合
（％）

＜エシカル消費の認知度＞
「知らない」が６割超、「聞いたことがある」が３割弱、「意味を知っている」が約１割

66.3 

65.1 

67.4 

60.0 

65.4 

52.6 

64.0 

28.3 

29.5 

25.2 

30.0 

24.3 

26.9 

27.4 

5.4 

5.5 

7.3 

10.0 

10.3 

20.5 

8.6 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

70歳以上

60代

50代

40代

30代

18歳〜20代

全体

知らない 聞いたことがある 意味を知っている
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問５

34 39.5

33 38.4

17 19.8

12 14.0

10 11.6

8 9.3

3 3.5

7 8.1

インターネット上のコンテンツ

前問で、「1．意味を知っている」を選ばれた方に伺います。エシカル消費の意味を知ったきっかけは何
ですか。当てはまるものを選んでください。（２つまで）

回答数
（人）

割合
（％）n=86

その他

●「インターネット上のコンテンツ」が39.5%と最も多く、次いで「テレビ、ラジオの番組」が38.4％
となっている。

テレビ、ラジオの番組

本や雑誌の記事

行政機関の広報誌、ホームページ

学校の授業

家族、知人等の身近な方からの話

講演会、シンポジウム等のイベント

＜エシカル消費の意味を知ったきっかけ＞
「インターネット上のコンテンツ」及び「テレビ、ラジオの番組」が約４割

39.5 

38.4 

19.8 

14.0 

11.6 

9.3 

3.5 

8.1 

0.0% 40.0%

インターネット上のコンテンツ

テレビ、ラジオの番組

本や雑誌の記事

行政機関の広報誌、ホームページ

学校の授業

家族、知人等の身近な方からの話

講演会、シンポジウム等のイベント

その他

その他としては、「買い物時の広告やポスター」、「就職活動」、等の回答が見られた。
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問６

369 36.9 495 57.4

297 29.7 502 58.2

208 20.8 261 30.3

193 19.3 235 27.3

114 11.4 172 20.0

107 10.7 - -

91 9.1 118 13.7

70 7.0 70 8.1

44 4.4 - -

0 0.0 10 1.2

391 39.1 110 12.8

エコマーク等の環境ラベルの付いた商品を選ぶ

エシカル消費について、例として次のような取組がありますが、普段の買い物の中で実践していること
はありますか。当てはまるものを選んでください。（いくつでも）

Ｒ５調査
n=1000

(参考)R4県政モニター
アンケート調査n=862

回答数
（人）

割合
（％）

回答数
（人）

割合
（％）

値段の安さだけでなく、長く使えるか、本当に必要かを重要視する

地元産や伝統工芸品を選んだり、また地元商店で買い物をする

同じ商品なら賞味（消費）期限が近付いているものから選ぶ（すぐに消
費する予定の場合など）

リサイクル商品、またリサイクル可能な商品を選ぶ

災害被災地や風評被害に遭っている地域の商品を選ぶ

障がい者や障がい者施設で作った商品などを選ぶ

フェアトレードで調達された商品を選ぶ

寄付付き商品（売上げの一部が社会貢献活動や環境保護などの寄付
に充てられる商品）を購入する

その他

特に実施していない

●「値段の安さだけでなく、長く使えるか、本当に必要かを重要視する」が36.9%と最も多く、次に
「地元産や伝統工芸品を選んだり、また地元商店で買い物をする」が29.7%となっている。「特に実践
していない」は39.1％となっている。

＜エシカル消費の実践状況＞
「値段の安さだけでなく、長く使えるか、本当に必要かを重要視する」が４割弱、「地元産や伝統工芸品を選んだ
り、また地元商店で買い物をする」が約３割

36.9 

29.7 

20.8 

19.3 

11.4 

10.7 

9.1 

7.0 

4.4 

0.0 

39.1 

0.0% 30.0%

長く使えるか、本当に必要かを重要視する

地元の商品を選んだり、地元商店で買い物する

賞味（消費）期限が近付いているものから選ぶ

リサイクル商品、またリサイクル可能な商品を選ぶ

災害被災地や風評被害に遭っている地域の商品を選ぶ

エコマーク等の環境ラベルの付いた商品を選ぶ

障がい者や障がい者施設で作った商品などを選ぶ

フェアトレードで調達された商品を選ぶ

寄付付き商品を購入する

その他

特に実施していない
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《生活全般に関する満足度について》

問７

40 4.0
17 1.7
37 3.7
85 8.5

４点 62 6.2
５点 232 23.2
６点 157 15.7
７点 188 18.8
８点 131 13.1
９点 20 2.0
10点（非常に満足している） 31 3.1

１点
２点
３点

●「０～４点」（＝不満足層）が24.1％、「６～１０点」（＝満足層）が52.7％

●年代別に生活満足度の平均値をみると、30代が5.1と最も低く、70歳以上が6.4と最も高い。18歳～20代は比較
的高いものの、30代で最も低くなり、40代以降は高年齢になるにつれて上昇している。

０点（全く満足していない）

あなたは全体として現在の生活にどの程度満足していますか。
「全く満足していない」を０点、「非常に満足している」を10点とすると、何点くらいになると思いますか。

回答数
（人）

割合
（％）n=1,000

＜生活全般に関する満足度（生活満足度） ＞

５点が２割超（23.2%）で最多、次いで７点が約２割（18.8％）

平均は5.6点

4.0

3.8

6.5

3.3

3.7

4.0

1.1

1.7

2.7

2.0

1.4

2.2

3.7

3.8

5.4

5.3

4.6

2.2

8.5

8.8

9.7

9.3

8.3

8.7

4.3

6.2

5.0

7.6

8.0

6.4

4.0

7.6

23.2

22.5

21.6

24.7

25.7

22.9

19.6

15.7

17.5

17.8

13.3

16.1

14.5

16.3

18.8

21.3

16.2

14.7

17.9

21.8

21.7

13.1

11.3

6.5

10.0

11.9

17.5

22.8

2.0

1.3

1.6

4.7

2.3

0.4

3.3

3.1

5.0

4.3

4.7

1.8

1.8

3.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

18歳〜
20代

30代

40代

50代

60代

70歳以上

0点 1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点

平均

5.6

5.7

5.1

5.5

5.5

5.6

6.4
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問８

 n=1,000、以下の表は割合（％）

0点 1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点

①　家計と資産 7.4 3.3 8.4 12.0 8.1 24.6 11.1 11.0 9.3 2.3 2.5

②　雇用環境と賃金 8.4 5.5 8.3 12.8 11.0 26.0 10.3 7.7 6.5 0.9 2.6

③　住宅 3.9 2.2 6.2 7.9 9.1 23.1 13.1 14.5 12.0 3.7 4.3

④　仕事と生活（ワークライフバランス） 6.1 2.7 4.9 8.7 9.0 26.8 13.4 9.9 10.9 4.1 3.5

⑤　健康状態 3.8 1.5 4.1 9.4 7.0 24.7 14.3 14.0 13.0 5.1 3.1

⑥　あなたご自身の教育環境・教育水準 4.5 1.7 4.4 7.7 7.1 36.7 11.7 13.0 8.2 2.6 2.4

⑦　交友関係やコミュニティなど社会とのつながり 4.9 3.0 4.9 10.4 9.5 28.1 12.8 13.2 9.3 1.9 2.0

⑧　生活を取り巻く空気や水などの自然環境 2.5 0.8 2.4 5.2 3.7 18.0 13.7 19.3 19.4 9.0 6.0

⑨　身の回りの安全 1.9 1.0 2.2 5.3 6.4 24.3 14.0 17.9 16.1 6.7 4.2

⑩　子育てのしやすさ 7.2 1.7 4.7 5.5 6.1 37.9 10.8 11.3 10.0 2.0 2.8

⑪　介護のしやすさ・されやすさ 6.8 2.6 6.1 9.0 10.3 39.0 9.3 9.2 4.8 1.0 1.9

生活に関係するさまざまな分野（以下の11項目）における満足の度合いについて、「全く満足していない」を0
点、「非常に満足している」を10点とすると、何点くらいになると思いますか。あなたご自身のことについてお
答えください。
※⑩及び⑪について、現在、子育てをされていない方、介護をしていない方・されていない方は、その状況を
想定してお答えください。

●生活に関連するさまざまな分野の満足度（11段階）の平均値をみると、上位は「自然環境」6.4 、「身の回りの安
全」6.1、「健康状態」5.5となった。
　一方、下位は「雇用環境と賃金」4.4、「介護のしやすさ・されやすさ」4.6、「家計と資産」4.8となった。

＜生活に関係するさまざまな分野における満足度＞

上位は「自然環境」 、「身の回りの安全」、「健康状態」

下位は「雇用環境と賃金」、「介護のしやすさ・されやすさ」、「家計と資産」。

4.0

7.4

8.4

3.9

6.1

3.8

4.5

4.9

2.5

1.9

7.2

6.8

1.7

3.3

5.5

2.2

2.7

1.5

1.7

3.0

0.8

1.0

1.7

2.6

3.7

8.4

8.3

6.2

4.9

4.1

4.4

4.9

2.4

2.2

4.7

6.1

8.5

12.0

12.8

7.9

8.7

9.4

7.7

10.4

5.2

5.3

5.5

9.0

6.2

8.1

11.0

9.1

9.0

7.0

7.1

9.5

3.7

6.4

6.1

10.3

23.2

24.6

26.0

23.1

26.8

24.7

36.7

28.1

18.0

24.3

37.9

39.0

15.7

11.1

10.3

13.1

13.4

14.3

11.7

12.8

13.7

14.0

10.8

9.3

18.8

11.0

7.7

14.5

9.9

14.0

13.0

13.2

19.3

17.9

11.3

9.2

13.1

9.3

6.5

12.0

10.9

13.0

8.2

9.3

19.4

16.1

10.0

4.8

2.0

2.3

0.9

3.7

4.1

5.1

2.6

1.9

9.0

6.7

2.0

1.0

3.1

2.5

2.6

4.3

3.5

3.1

2.4

2.0

6.0

4.2

2.8

1.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生活満足度

家計と資産

雇用環境と賃金

住宅

仕事と生活

健康状態

自身の教育環境・教育水準

社会とのつながり

空気や水などの自然環境

身の回りの安全

子育てのしやすさ

介護のしやすさ・されやすさ

0点 1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点

平均

5.6

4.4

5.4

5.2

5.5

5.2

5.0

6.4

6.1

5.1

4.6

4.8
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《県の行政サービスに対する満足度について》

問９

31 3.1

219 21.9

562 56.2

124 12.4

不満 64 6.4

満足

県の行っている行政サービス全般について、あなたはどれくらい満足していますか。当てはまるものを
選んでください。

回答数
（人）

割合
（％）n=1,000

やや満足

どちらともいえない

やや不満

●「満足」「やや満足」（＝満足層）が25.0％
●「不満」「やや不満」（＝不満足層）が18.8％
●年代別では、18歳～20代、70歳以上の満足層が高く、40代～60代では全体回答（25.0%）より低かった。
●どの年代も「どちらともいえない」と回答した人の割合が最も高かった。

＜県の行っている行政サービス全般についての満足度＞
「満足」「やや満足」が全体の２割超

3.1%

8.8%

5.4%

3.3%

1.8%

1.5%

1.1%

21.9%

32.5%

22.2%

18.0%

20.2%

18.2%

33.7%

56.2%

40.0%

50.3%

55.3%

57.8%

64.7%

54.3%

12.4%

13.8%

14.1%

16.7%

14.2%

9.1%

6.5%

6.4%

5.0%

8.1%

6.7%

6.0%

6.5%

4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

18歳〜20代

30代

40代

50代

60代

70歳以上

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満
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問10

 n=1,000、以下の表は割合（％）

かなり進ん
でいる

それなりに
進んでいる

どちらとも
いえない

あまり進ん
でいない

まったく進
んでいない

1 共創の推進 0.6 9.0 64.6 20.6 5.2

2 対話型の行政運営の推進 0.7 10.1 57.6 24.7 6.9

3 市町村等との連携推進 0.8 17.0 56.7 19.8 5.7

4 効率的な組織・職員体制の構築、職員の能力向上 0.6 8.4 47.6 32.5 10.9

5 ファシリティマネジメントの推進 1.0 8.4 59.4 25.0 6.2

6 持続可能な財政運営 0.6 9.6 54.6 26.9 8.3

7 客観的な根拠に基づく政策立案の推進等 0.8 7.8 63.3 21.6 6.5

8 広報・情報発信の充実 1.3 18.8 53.6 20.7 5.6

9 行政手続のデジタル化等 1.0 12.5 55.6 23.9 7.0

県では、行政サービスの質の向上に向け、「長野県行政・財政改革方針2023」に基づき、行政・財政改
革に取り組んでいます。
現在取り組んでいる以下の取組について、どの程度取組が進んでいると感じますか。当てはまるもの
を選んでください。

●「かなり進んでいる」「それなりに進んでいる」と回答したのは、割合が高い順に「８ 広報・情報発信の充実
（20.1%）」、「３ 市町村等との連携推進（17.8%）」、「９ 行政手続のデジタル化、業務プロセスの見直し、
ＩＣＴツールの活用など県の業務効率化（13.5%）」だった。

●「まったく進んでいない」「あまり進んでいない」と回答したのは、割合が高い順に「４ 人口減少時代を見据
えた効率的な組織・職員体制の構築、県職員の能力・資質向上（43.4%）」、「６ 持続可能な財政運営
（35.2%）」、「２ 対話型の行政運営の推進（31.6%）」だった。

●全体をとおして「どちらともいえない」と回答した割合が一番高かった（47.6%～64.6%）

＜県が取り組んでいる行財政改革の取組の進み具合について＞

「かなり進んでいる」「それなりに進んでいる」と回答したのは、「８ 広報・情報発信の充実（20.1%）」で、「３ 市町

村等との連携推進（17.8%）」と続いた。

0.6%

0.7%

0.8%

0.6%

1.0%

0.6%

0.8%

1.3%

1.0%

9.0%

10.1%

17.0%

8.4%

8.4%

9.6%

7.8%

18.8%

12.5%

64.6%

57.6%

56.7%

47.6%

59.4%

54.6%

63.3%

53.6%

55.6%

20.6%

24.7%

19.8%

32.5%

25.0%

26.9%

21.6%

20.7%

23.9%

5.2%

6.9%

5.7%

10.9%

6.2%

8.3%

6.5%

5.6%

7.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.共創の推進

2 対話型の行政運営の推進

3 市町村等との連携推進

4 効率的な組織・職員体制の構築、職員の能力向上

5 ファシリティマネジメントの推進

6 持続可能な財政運営

7 客観的な根拠に基づく政策立案の推進等

8 広報・情報発信の充実

9 行政手続のデジタル化等

かなり進んでいる それなりに進んでいる どちらともいえない
あまり進んでいない まったく進んでいない
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問11

461 46.1

405 40.5

337 33.7

248 24.8

175 17.5

149 14.9

137 13.7

129 12.9

101 10.1

31 3.1

人口減少時代を見据えた効率的な組織・職員体制の構築、県職員の能力・資質向上

現在取り組んでいる以下の取組について、今後も重点的に取り組むべきだと思うものを選んでくださ
い。（3つまで）

回答数
（人）

割合
（％）n=1,000

持続可能な財政運営（税収・新たな歳入の確保、重要施策・課題への予算の重点化、行政コ
ストの公表など財政の「見える化」）

市町村等との連携推進（災害対応、観光振興など広域的課題における国、他県、市町村等と
の連携）

行政手続のデジタル化、業務プロセスの見直し、ＩＣＴツールの活用など県の業務効率化

広報・情報発信の充実（SNSやチャットを活用した様々な媒体による県行政の取組や長野県
の魅力の効果的な発信、見やすくわかりやすいホームページづくり）

対話型の行政運営の推進（施策の企画立案や事業実施における県民や関係者の意見の把
握と県政への反映）

ファシリティマネジメントの推進（県有財産の総量縮小・有効活用、県有施設の長寿命化、省
エネルギー化などによる維持管理の適正化）

共創の推進（県民、NPO、企業など多様な主体との共創の推進）

客観的な根拠（データ）に基づく政策立案（ＥＢＰＭ）の推進、県が保有する統計データの公
開（オープンデータ化）

その他

●今後も重点的に取り組んでいくべきだと思うものとしては、「人口減少時代を見据えた効率的な組織・職員体
制の構築、県職員の能力・資質向上」が最も多く回答され（46.1％）、次いで、「持続可能な財政運営」
（40.5％）、「市町村等との連携推進」（33.7％）となった。

＜現在の取組のうち、今後も重点的に取り組むべきだと思うもの＞
今後も重点的に取り組むべきだと思うものとして、 「人口減少時代を見据えた効率的な組織・職員体制の構
築、県職員の能力・資質向上」が最も多く回答された。（５割弱）

3.1%

10.1%

12.9%

13.7%

14.9%

17.5%

24.8%

33.7%

40.5%

46.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

その他

客観的な根拠に基づく政策⽴案の推進等

共創の推進

ファシリティマネジメントの推進

対話型の⾏政運営の推進

広報・情報発信の充実

⾏政⼿続のデジタル化、業務効率化等

市町村等との連携推進

持続可能な財政運営

効率的な組織・職員体制の構築、職員の能⼒向上等
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Ⅲ 調 査 票
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①　消費者ホットライン（電話番号188）

②　県の消費生活センター（北信、中信、南信及び東信の４ヶ所）

③　お住いの市町村の相談窓口

④　警察（相談専用番号#9110、最寄りの交番など）

⑤　消費者団体等が設置した相談窓口

⑥　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑦　知らない

①　消費者ホットライン（電話番号188）

②　県の消費生活センター（北信、中信、南信及び東信の４ヶ所）

③　お住いの市町村の相談窓口

④　警察（相談専用番号#9110、最寄りの交番など）

⑤　消費者団体等が設置した相談窓口

⑥　家族、親族、友達等身近な人

⑦　弁護士（無料の弁護士相談会等を含む。）等の専門家

⑧　企業のお客様相談窓口

⑨　相談していない

⑩　トラブルにあった、あいそうになったことはない

⑪　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

①　どこに相談していいか分からなかったから

②　相談窓口の受付時間内に相談するのが難しかったから

③　人に知られたくない内容だったから

④　自分で調べて解決できたから

⑤　誰かに相談する程のことではないと思ったから

⑥　解決は無理だと考え諦めたから

⑦　メールやSNSでの相談ができないから

⑧　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問３
前問で、「⑨相談していない」を選ばれた方に伺います。相談しなかった理由で、当てはまるものを選んでくだ
さい。（いくつでも）

【消費生活に関する意識について】

　県では、「第３次長野県消費生活基本計画」（令和５年度～令和９年度）に基づき、「全ての県民が安心して消費
生活を営むことができるとともに、自立した消費者である県民と事業者が持続可能な未来に向けて消費・生産
活動に取り組む信州の実現」に取り組んでおります。
　つきましては、消費生活に関する皆様の意識などについて、以降の質問にお答えください。

問１ 消費生活に関するトラブルの相談窓口を知っていますか。知っているものを選んでください。（いくつでも）

問２
消費生活に関するトラブルに「あった」又は「あいそうになった」時、どこに相談しましたか。当てはまるものを
選んでください。（いくつでも）
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①　意味を知っている

②　聞いたことがある

③　知らない

①　学校の授業

②　テレビ、ラジオの番組

③　インターネット上のコンテンツ

④　講演会、シンポジウム等のイベント

⑤　本や雑誌の記事

⑥　家族、知人等の身近な方からの話

⑦　行政機関の広報誌、ホームページ

⑧　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

①　地元産や伝統工芸品を選んだり、また地元商店で買い物をする

②　値段の安さだけでなく、長く使えるか、本当に必要かを重要視する

③　同じ商品なら賞味（消費）期限が近付いているものから選ぶ（すぐに消費する予定の場合など）

④　リサイクル商品、またリサイクル可能な商品を選ぶ

⑤　災害被災地や風評被害に遭っている地域の商品を選ぶ

⑥　障がい者や障がい者施設で作った商品などを選ぶ

⑦　フェアトレードで調達された商品を選ぶ

⑧　エコマーク等の環境ラベルの付いた商品を選ぶ

⑨　寄付付き商品（売上げの一部が社会貢献活動や環境保護などの寄付に充てられる商品）を

購入する

⑩　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑪　特に実施していない

問６
エシカル消費について、例として次のような取組がありますが、普段の買い物の中で実践していることはあり
ますか。当てはまるものを選んでください。（いくつでも）

問４ エシカル消費（※１）をご存じですか。当てはまるものを選んでください。

問５
前問で、「①意味を知っている」を選ばれた方に伺います。エシカル消費の意味を知ったきっかけは何ですか。
当てはまるものを選んでください。（２つまで）

（※１）エシカル消費とは
　倫理的消費ともいい、価格や品質だけでなく、「人・社会」「環境」「地域」などに配慮した消費行動のことで
す。例えば、地元産野菜の購入、災害被災地の地場産品の購入、省エネ家電製品の購入等があります。
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①　０点（全く満足していない）

②　１点

③　２点

④　３点

⑤　４点

⑥　５点

⑦　６点

⑧　７点

⑨　８点

⑩　９点

⑪　１０点（非常に満足している）

4 5 6 7

6 7 8 9 10

8 9 10

⑪ 介護のしやすさ・されやすさ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3

7 8 9 10

⑧ 生活を取り巻く空気や水などの自然環境 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 8 9 10

⑥
あなたご自身の教育環境・教育水準
（社会人の学び直しや生涯学習などの環
境を含む）

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

⑤ 健康状態 0 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

④
仕事と生活（ワークライフバランス（労働
時間、家事や育児時間、自由に使える時
間など））

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

③
住宅（住宅の快適性、安全性、家賃・住宅
費など）

0 1 2 3 4 5 6

家計と資産（収入や資産、借金など）①

②
雇用環境と賃金（給料の額、就業形態、
労働環境など）

7

0 1

8 9 102 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6⑦
交友関係やコミュニティなど社会とのつ
ながり

0 1

⑩ 子育てのしやすさ 0 1 2

⑨
身の周りの安全（自然災害、交通事故、
犯罪被害など）

0 1 2 3 4 5

　長野県総合５か年計画「しあわせ信州創造プラン3.0」の推進にあたり、県民の皆様の主観的な満足度を参考
指標として活用していくこととしています。
　生活全般や、関係する様々な分野に関する満足度について、以降の質問にお答えください。

0 1

問７
あなたは全体として現在の生活にどの程度満足していますか。「全く満足していない」を0点、「非常に満足し
ている」を10点とすると、何点くらいになると思いますか。

問８

生活に関係するさまざまな分野（以下の11項目）における満足の度合いについて、「全く満足していない」を0
点、「非常に満足している」を10点とすると、何点くらいになると思いますか。あなたご自身のことについてお
答えください。
※⑩及び⑪について、現在、子育てをされていない方、介護をしていない方・されていない方は、その状況を
想定してお答えください。

【生活全般に関する満足度について】
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①　満足

②　やや満足

③　どちらともいえない

④　やや不満

⑤　不満

⑥

⑦

⑧

⑨

共創の推進（県民、NPO、企業など多様な主体との共
創の推進）

対話型の行政運営の推進（施策の企画立案や事業実
施における県民や関係者の意見の把握と県政への反
映）

市町村等との連携推進（災害対応、観光振興など広域
的課題における国、他県、市町村等との連携）

人口減少時代を見据えた効率的な組織・職員体制の
構築、県職員の能力・資質向上

ファシリティマネジメントの推進（※２）（県有財産の総
量縮小・有効活用、県有施設の長寿命化、省エネル
ギー化などによる維持管理の適正化）

持続可能な財政運営（税収・新たな歳入の確保、重要
施策・課題への予算の重点化、行政コストの公表など
財政の「見える化」）

客観的な根拠（データ）に基づく政策立案（ＥＢＰＭ）の
推進、県が保有する統計データの公開（オープンデー
タ化）

広報・情報発信の充実（SNSやチャットを活用した
様々な媒体による県行政の取組や長野県の魅力の効
果的な発信、見やすくわかりやすいホームページづく
り）

①

②

③

④

⑤

2 3 4 5

3 4 5

1 2 3 4 5

1

1 2

5

1 2 3 4 5

5

1 2 3 4 5

2 3 4

2 3 41

1

あまり進
んでいな
い

どちらと
もいえな
い

それなり
に進んで
いる

かなり進
んでいる

1 2 3 4 5

51 2 3 4

（※２）ファシリティマネジメントとは
　土地、建物、工作物などの財産を経営資源と捉え、総合的かつ長期的な観点によりコストと便益の最適化
を図りながら、財産を戦略的かつ適正に保有・処分・維持・利活用を行う手法。

まったく
進んでい
ない

問９
県の行っている行政サービス全般について、あなたはどれくらい満足していますか。当てはまるものを選んで
ください。（※　以下の施策分野も参考）

問10
県では、行政サービスの質の向上に向け、「長野県行政・財政改革方針2023」に基づき、行政・財政改革に取
り組んでいます。現在取り組んでいる以下の取組について、どの程度取組が進んでいると感じますか。当ては
まるものを選んでください。

【参考・県の施策分野】
１．防災（危機管理・災害対応、防災情報発信、消防）
２．くらし・健康・福祉・医療（公共交通、人権・男女共同参画、共創・ＮＰＯ、交通安全、
    防犯、消費者保護、健康づくり、地域医療、介護、障がい者福祉、食品・生活衛生）
３．環境（脱炭素社会づくり（ゼロカーボン）、自然・環境保護・保全、ごみ・リサイクル）
４．教育・子育て（学校教育、教育のＩＣＴ化等環境整備、高校改革、スポーツ推進、文化・
    芸術、生涯学習、児童福祉、子育て支援、結婚支援、子ども・若者支援）
５．産業振興（農業・畜産業・林業・水産業、生産振興、技術支援、普及指導、後継者育成、
    ブランド化、工業、雇用創出、能力開発、産業・中小企業支援、産業誘致）
６．観光振興（山岳観光振興、観光振興・支援、観光ＰＲ・ブランド化、移住推進、国際交流推進）
７．社会基盤（道路、河川、砂防、都市計画、上下水道・電気、土地対策）

行政手続のデジタル化、業務プロセスの見直し、ＩＣＴ
ツールの活用など県の業務効率化

【県の行政サービスに対する満足度について】

　県では、組織としての取組方針である「長野県行政・財政改革方針2023」において「県の行政サービスに対
する県民満足度」を「参考指標」として掲げています。県民満足度を把握するため、以降の質問にお答えくださ
い。
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①　共創の推進（県民、NPO、企業など多様な主体との共創の推進）

②　対話型の行政運営の推進（施策の企画立案や事業実施における県民や関係者の意見の把握と県

政への反映）

③　市町村等との連携推進（災害対応、観光振興など広域的課題における国、他県、市町村等との

連携）

④　人口減少時代を見据えた効率的な組織・職員体制の構築、県職員の能力・資質向上

⑤　ファシリティマネジメントの推進（※２）（県有財産の総量縮小・有効活用、県有施設の長寿命化、

省エネルギー化などによる維持管理の適正化）

⑥　持続可能な財政運営（税収・新たな歳入の確保、重要施策・課題への予算の重点化、行政コス

トの公表など財政の「見える化」）

⑦　客観的な根拠（データ）に基づく政策立案（ＥＢＰＭ）の推進、県が保有する統計データの公開

（オープンデータ化）

⑧　 広報・情報発信の充実（SNSやチャットを活用した様々な媒体による県行政の取組や長野県の

魅力の効果的な発信、見やすくわかりやすいホームページづくり）

⑨　行政手続のデジタル化、業務プロセスの見直し、ＩＣＴツールの活用など県の業務効率化

⑩　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問11
現在取り組んでいる以下の取組について、今後も重点的に取り組むべきだと思うものを選んでください。（３
つまで）
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